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区 分 （旧） （新）
名 称 児童手当 子ども手当
変更時期 平成22年3月まで 平成22年4月から

支給対象児童 小学校6年生まで
（12歳到達後最初の3月31日まで）

中学校3年生まで
（15歳到達後最初の3月31日まで）

支給月額

3歳未満の児童
一律10,000円

3歳以上の児童
第1子 5,000円
第2子 5,000円
第3子以降 10,000円

（平成22年度）
一律13,000円

所得制限 あ り な し

支払い時期 6月・10月・2月
※児童手当を受給していた方は、児童手当の登録口座へ子ども手当を振り込みます。

手続きの必要な方
■平成22年度において中学2・3年生の子どもを養育している方
■所得制限などにより、児童手当を受給されていなかった方
■平成22年4月以降の出生、転入などにより新たに受給資格が生じた方
　※公務員の方は、勤務先での手続きとなりますので、勤務先にお問い合わせください。

手続きの不要な方
■平成22年3月まで児童手当を受給していた方
　※ 中学 2・3年生の子どもがいる場合や出生、転入などにより新たに受給資格が生じた場合は、手続きが必要
です。

「子ども手当」が平成22年4月からはじまりました  

「子ども手当」を受給するためには ? 

制 度 の 概 要

・送付された「子ども手当認定請求書」または「子ども手当額改定認定請求書」
・請求者（保護者）の健康保険証（写）　　・請求者（保護者）名義の預金通帳
・請求者と子どもの住所が異なる場合、「別居監護申立書」（子の住所が市外の場合は、子の世帯の住民票を添付）

◆請求先・問い合わせ先
　子ども福祉課児童福祉係（☎内線137）　白沢総合支所市民福祉課（☎44－2114）

 手続きに必要なもの 

平成22年4月から、これまでの「児童手当制度」に変わり「子ども手当制度」がはじまりました。「子ども手
当制度」は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援する制度です。

※ 子ども手当の給付を装った「振込詐取」や「個人情報の詐欺」にご注意ください。手当のお支払いに関してATM（自動
現金預け払い機）の操作をお願いすることや手数料などの振り込みを求めることは、絶対にありません。

◆手続きが必要となる方へは、認定請求書を送付します。
本宮市の住民基本台帳上で支給対象になると判断できない場合（対象のお子さんと別居されているなど）は、
認定請求書は送付されませんので、お問い合わせください。

◆ 本年 4月分からの子ども手当を受給するためには、平成22年 9月 30日までの手続きが
必要です。
9月 30日を過ぎると、請求のあった月の翌月分から手当が支給になりますので、ご注意ください。
（出生、転入などで新たに受給資格が生じた場合は、請求のあった月の翌月分から手当が支給されます。）
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平
成
22
年
4
月
1
日
付 

人
事
異
動
の
お
知
ら
せ

　

4
月
1
日
付
け
の
人
事
異
動
に
つ
い
て
お

知
ら
せ
し
ま
す
。
な
お
、
紙
面
の
都
合
に
よ

り
、
課
長
相
当
職
以
上
の
異
動
お
よ
び
新
規

採
用
職
員
と
退
職
さ
れ
た
方
の
み
掲
載
し
て

い
ま
す
。

【
部
長
相
当
職
】

▽
生
活
福
祉
部
首
席
参
事　

根
本
昭
吉
（
産

業
建
設
部
長
）
▽
産
業
建
設
部
長　

立
川

盛
男
（
議
会
事
務
局
長
）　

▽
企
業
局
長　

堀
井
和
廣
（
次
長
兼
参
事
兼
建
設
課
長
）

▽
白
沢
総
合
支
所
長　

国
分
勝
雄
（
次
長
兼

参
事
兼
上
下
水
道
課
長
）
▽
会
計
管
理
者　

橋
本　

東
（
白
沢
総
合
支
所
長
）
▽
議
会
事

務
局
長　

押
山
勝
吉
（
会
計
管
理
者
）

【
課
長
相
当
職
】

▽
次
長
兼
参
事
兼
総
務
課
長　

佐
藤
栄
恭

（
次
長
兼
総
務
課
長
）
▽
次
長
兼
参
事
兼
政

策
推
進
課
長　

根
本
久
雄
（
次
長
兼
政
策
推

進
課
長
）
▽
次
長
兼
参
事
兼
高
齢
福
祉
課

長　

国
分
郁
夫（
参
事
兼
子
ど
も
福
祉
課
長
）

▽
次
長
兼
保
健
課
長　

根
本
真
弓
（
本
宮
市

民
元
気
い
き
い
き
応
援
プ
ラ
ザ
所
長
兼
保
健

課
長
）
▽
次
長
兼
参
事
兼
商
工
労
政
課
長　

渡
辺
正
博
（
次
長
兼
商
工
労
政
課
長
）
▽
次

長
兼
参
事
兼
建
設
課
長　

伊
藤
明
雄
（
参
事

兼
農
業
委
員
会
事
務
局
長
）
▽
次
長
兼
参
事

兼
上
下
水
道
課
長　

鈴
木　

亨
（
次
長
兼
教

育
総
務
課
長
）
▽
次
長
兼
参
事
兼
教
育
総

務
課
長　

山
中
郁
男
（
参
事
兼
税
務
課
長
）

▽
次
長
兼
本
宮
第
一
保
育
所
長　

渡
辺
恭
子

（
主
任
専
門
保
育
技
師
兼
本
宮
第
二
保
育
所

長
）
▽
参
事
兼
農
政
課
長　

山
本
政
明
（
農

政
課
長
）
▽
参
事
兼
地
域
振
興
課
長　

田
中

安
嗣
（
社
会
福
祉
課
主
幹
）
▽
参
事
兼
農
業

委
員
会
事
務
局
長　

登
梛　

恒
（
監
査
委
員

事
務
局
長
）
▽
教
育
部
参
事
兼
管
理
主
事
兼

指
導
主
事　

角
田
恒
雄
（
教
育
部
参
事
兼
管

理
主
事
）
▽
参
事
兼
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

長
兼
中
央
公
民
館
長　

溝
井
正
弘
（
生
涯

学
習
セ
ン
タ
ー
長
兼
中
央
公
民
館
長
）
▽
税

務
課
長　

武
田
正
利
（
税
務
課
主
幹
兼
課
長

補
佐
兼
市
民
税
係
長
）
▽
子
ど
も
福
祉
課
長　

武
田
与
司
弘
（
商
工
労
政
課
主
幹
兼
課
長
補

佐
兼
観
光
物
産
係
長
）
▽
本
宮
市
民
元
気
い

き
い
き
応
援
プ
ラ
ザ
所
長　

大
和
田
淳
（
本

宮
市
民
元
気
い
き
い
き
応
援
プ
ラ
ザ
主
幹

兼
所
長
補
佐
兼
元
気
い
き
い
き
応
援
係
長
）

▽
監
査
委
員
事
務
局
長　

武
田
佳
久
（
市

民
課
主
幹
兼
課
長
補
佐
兼
国
保
年
金
係
長
）

▽
幼
保
学
校
課
長　

渡
辺
豊
和
（
学
校
給
食

セ
ン
タ
ー
所
長
）
▽
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
所

長　

橋
本
善
一
（
財
政
課
主
幹
兼
課
長
補
佐

兼
契
約
係
長
）
▽
総
務
課
主
幹
兼
課
長
補
佐

兼
総
務
係
長　

坂
上
清
彦
（
総
務
課
課
長
補

佐
兼
総
務
係
長
）
▽
政
策
推
進
課
主
幹
兼

課
長
補
佐
兼
政
策
推
進
係
長　

鈴
木
弘
治

（
政
策
推
進
課
課
長
補
佐
兼
政
策
推
進
係
長
）

▽
生
活
安
全
課
主
幹　

本
田　

忠
（
施
設
管

理
課
課
長
補
佐
兼
営
繕
係
長
）
▽
社
会
福
祉

課
主
幹　

高
橋
朋
久
（
建
設
課
主
幹
兼
課
長

補
佐
兼
都
市
計
画
係
長
）
▽
高
齢
福
祉
課
主

幹
兼
課
長
補
佐
兼
長
寿
福
祉
係
長　

移
川

善
弘
（
高
齢
福
祉
課
課
長
補
佐
兼
長
寿
福
祉

係
長
）
▽
保
健
課
主
幹
兼
課
長
補
佐　

遠
藤

文
芳
（
保
健
課
課
長
補
佐
）
▽
商
工
労
政
課

主
幹
兼
課
長
補
佐
兼
企
業
誘
致
係
長　

増
子

宗
一
（
商
工
労
政
課
課
長
補
佐
兼
企
業
誘
致

係
長
）
▽
建
設
課
主
幹
兼
課
長
補
佐
兼
都
市

計
画
係
長　

本
田
重
夫
（
生
活
安
全
課
主

幹
）
▽
産
業
建
設
課
主
幹
兼
課
長
補
佐
兼
建

設
係
長　

三
瓶　

明
（
産
業
建
設
課
副
主
幹

兼
建
設
係
長
）
▽
議
会
事
務
局
主
幹
兼
局
長

補
佐
兼
議
事
係
長　

柴
田
久
幸
（
議
会
事
務

局
局
長
補
佐
兼
議
事
係
長
）
▽
和
田
幼
稚

園
主
任
専
門
幼
稚
園
教
諭
兼
園
長　

石
川

サ
ツ
キ
（
糠
沢
幼
稚
園
主
任
専
門
幼
稚
園
教

諭
兼
園
長
）
▽
糠
沢
幼
稚
園
主
任
専
門
幼
稚

園
教
諭
兼
園
長　

浜
崎
本
子
（
和
田
幼
稚
園

主
任
専
門
幼
稚
園
教
諭
兼
園
長
）
▽
本
宮

第
二
保
育
所
主
任
専
門
保
育
技
師
兼
所
長　

三
瓶
公
子
（
本
宮
第
三
保
育
所
主
任
専
門
保

育
技
師
兼
所
長
）
▽
本
宮
第
三
保
育
所
主
任

専
門
保
育
技
師
兼
所
長　

佐
原
し
げ
子
（
本

宮
第
一
保
育
所
専
門
保
育
技
師
兼
副
所
長
）

▽
本
宮
第
四
保
育
所
主
任
専
門
保
育
技
師
兼

所
長　

遊
佐
敏
子
（
本
宮
第
三
保
育
所
専
門

保
育
技
師
兼
副
所
長
）
▽
白
沢
保
育
所
主
任

専
門
保
育
技
師
兼
所
長　

猪
股
照
子
（
本

宮
第
四
保
育
所
専
門
保
育
技
師
兼
副
所
長
）

▽
施
設
管
理
課
主
幹
兼
課
長
補
佐
兼
財
産
管

理
係
長　

安
斎
良
次
（
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

主
幹
兼
セ
ン
タ
ー
長
補
佐
兼
中
央
公
民
館
副

館
長
兼
社
会
体
育
係
長
）
▽
生
涯
学
習
セ
ン

タ
ー
主
幹
兼
セ
ン
タ
ー
長
補
佐
兼
中
央
公
民

館
副
館
長
兼
社
会
体
育
係
長　

野
内
秀
夫

（
子
ど
も
福
祉
課
主
幹
兼
課
長
補
佐
兼
子
育

て
支
援
係
長
）

【
採
用
】

▽
財
政
課
主
事　

清
水
邦
彦　

▽
施
設
管
理

課
技
師　

渡
邉　

剛　

▽
保
健
課
保
健
技
師

橋
本
敏
男　

▽
農
政
課
主
事　

本
多
靖
奈

▽
産
業
建
設
課
主
事　

鹿
野
和
明　

▽
本

宮
第
三
保
育
所
保
育
技
師　

石
澤
美
樹　

▽
本
宮
第
四
保
育
所
保
育
技
師　

三
瓶
ゆ
か　

▽
白
沢
保
育
所
保
育
技
師　

柳
沼
奈
緒
美

平
成
22
年
3
月
31
日
付

【
退
職
】

▽
生
活
福
祉
部
首
席
参
事　

鈴
木
悦
雄　

▽
本
宮
第
一
保
育
所
次
長
兼
所
長　

村
越

恵
子　

▽
会
計
課
課
長
補
佐
兼
出
納
係

長　

小
沢
登
良
雄　

▽
高
齢
福
祉
課
副
主
幹　

国
分
ム
ツ
子　

▽
企
業
局
長　

村
越
廣
志　

▽
次
長
兼
高
齢
福
祉
課
長　

佐
藤　

泰　

▽
本
宮
第
四
保
育
所
主
任
専
門
保
育
技
師
兼

所
長　

大
河
内
千
恵
子　

▽
白
沢
保
育
所

主
任
専
門
保
育
技
師
兼
所
長　

佐
藤
玲
子　

▽
建
設
課
主
幹　

東
城
俊
治　

▽
秘
書
広
報

課
主
任
運
転
手　

渡
辺
信
太
郎　

▽
保
健
課

専
門
保
健
技
師
兼
健
康
増
進
係
長　

八
木
沢

典
子　

▽
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
主
任
技
能
員　

大
橋
富
雄


